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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年２月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭           

                         委   員  根 本 美 奈           

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２５年３月１日 ２３時０５分ごろ 

発生場所 青森県深浦町艫
へ

作
なし

埼南東方沖 

艫作埼灯台から真方位１３６°３.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯４０°３４.２′ 東経１３９°５５.１′） 

事故調査の経過  平成２５年３月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 AN
アン

 FENG
フ ェ ン

 8（カンボジア王国籍）、１,９９６トン 

９３６５７２６（ＩＭＯ番号）、AN BANG(HONG KONG)SHIPPING 

DEVELOPMENT CO.,LIMITED（船舶所有者）、HONG KONG TIAN CHENG  

INTERNATIONAL SHIP MANAGEMENT CO.,LIMITED（船舶管理会社） 

８７.００ｍ×１３.８０ｍ×７.４５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、２００５年８月 

 乗組員等に関する情報 船長（ベトナム社会主義共和国籍） 男性 ３３歳 

締約国資格受有者承認証 不詳 

船長免状（ベトナム社会主義共和国発給） 

交付年月日 ２０１０年３月２３日 

（２０１５年３月２３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に曲損、プロペラ翼に曲損 

 事故の経過 

 

 本船は、船長ほか１１人（ベトナム社会主義共和国籍１人、中華人

民共和国籍１０人）が乗り組み、平成２５年３月１日１５時１２分ご

ろ船首約１.４ｍ、船尾約３.７ｍの喫水で秋田県秋田市秋田船川港を

出港し、北海道函館市函館港外に向けて航行した。 

船長は、秋田船川港に入港中、天気図から低気圧が発達しながら、

２月２８日から３月１日にかけ、北海道に向かって日本海を東北東進

している状況を知り、積地である北海道室蘭市室蘭港まで向かわず、

低気圧の通過前に函館港外に着き、錨泊する航海計画とし、出港を決

めた。 

船長は、２０時３０分ごろ、艫作埼南南西方沖を北進中、最新の天

気図から低気圧の接近が予想よりも早く、荒天となることを知り、低
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気圧の進行方向に向けて航行することができないと思い、函館港外に

向かうのをやめ、艫作埼南東方沖で錨泊するために針路を変えて北北

東進した。 

本船は、針路を変更してから、南西から波高約２～３ｍのうねりを

左舷船尾に受けていた。 

 本船は、２２時４０分ごろ、艫作埼灯台から真方位１４１°３.６

Ｍ付近の水深約１５ｍの所に左舷錨を投下し、錨鎖を６節まで伸ばし

て錨泊を開始したが、船長が、船位を確認したところ、西方からのう

ねりで東方に圧流されていることを知り、揚錨して２錨泊をしようと

思い、機関を全速力前進とし、左舷錨鎖の巻揚げを開始した。 

 本船は、前進しながら、左舷錨鎖を２節まで巻き揚げたところ、波

高約６～７ｍのうねりを船首から受け、船尾方の陸岸に向かって東方

に圧流され、２３時０５分ごろ艫作埼南東方沖において、波の上下動

により船底が海底に接触した。 

 本船は、北東方に圧流され、左舷錨を揚錨し、船首が右方に振れて

右舷が砂浜と平行になり、主機を止め、その後も圧流され、船首が更

に右方に振れて右旋回を続け、左舷が砂浜と平行になった。 

船長は、オペレーター等に連絡し、船舶代理店により、海上保安庁

に通報された。 

本船の乗組員全員は、防寒着及び救命胴衣を着用して船橋に集ま

り、翌２日０６時ごろ海上保安庁に救助された。 

（付図１ 推定航行経路図、付図２ 推定航行経路図（拡大） 参

照） 

 気象・海象 気象：天気 雪、風向 南西、風速 約７.７m/s（最大瞬間風速約１

８.２m/s） 

海象：潮汐 下げ潮の末期、波高 約６～７ｍ（本船の観測） 

気象庁の発表（深浦町、秋田沖）は、次のとおりであった。 

深浦町（抜粋） 

１日１０時０９分 強風注意報、波浪注意報 

１７時１９分 強風注意報［継続］、波浪注意報［継続］、濃

霧注意報 

２２時２４分 強風注意報［解除］、波浪注意報［解除］、濃

霧注意報［解除］、暴風雪警報、波浪警報 

２日０５時２９分 暴風雪警報［継続］、波浪警報［継続］、大雪

注意報 

  秋田沖（抜粋） 

１日１４時２５分 海上暴風警報継続中、南東の風が強く 最大

風速は１５m/s 

１７時３５分 海上暴風警報継続中、南の風が強く 最大風

速は１５m/s 
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２０時３５分 海上暴風警報継続中、南の風が強く 最大風

速は１５m/s 

２３時３０分 海上暴風警報継続中、南西の風が強く 最大

風速は１８m/s 

秋田県沖の波浪観測は、次のとおりであった。 

 有義波 最高波 

波高(ｍ) 周期(秒) 波高(ｍ) 周期(秒) 

２２時２０分 ２.９３ ５.９ ４.７９ ６.２ 

２２時４０分 ３.０４ ６.１ ４.８８ ６.７ 

２３時００分 ３.３７ ６.５ ５.６７ ６.７ 

２３時２０分 ３.２３ ６.４ ４.５９ ７.２ 

（付図３ 天気図抜粋 参照） 

 その他の事項 本船は、秋田船川港で酸化亜鉛約３,３００ｔを揚げ、フォアピー

クタンクに半分ほどの海水を入れ、１番～５番バラストタンクに海水

を満載した。 

本船は、左舷に錨鎖７節及び右舷に錨鎖８節を備えていた。 

本船の周囲には、本事故当時、他の錨泊船はいなかった。 

本船は、乗り揚げた後、燃料油タンクのバルブを閉めた。 

本船には、２つの貨物倉があり、一般配置図によれば、燃料油タン

クは、後方の貨物倉後部から機関室後部に至る二重底内に配置され、

船首側から順に２番燃料油タンク（左右とも容積約４８ｍ３）及び１

番燃料油タンク（左右とも容積約１７ｍ３）となっており、それぞれ

左右に分離され、その他に上甲板から１段下の甲板に至るまでの両舷

の船側外板に接して左舷及び右舷の３番燃料油タンクが配置されてい

た。 

本船は、本事故後、２番左舷燃料油タンクの油量が変化し、燃料の

比重を計測したところ、比重が下がり、海水が混入していることが判

明したが、浸水箇所は分からなかった。 

本船の左舷側海面及び周囲の海岸では、青森県深浦町役場により、

油防除作業を依頼された会社が３月５日～６日、本船のＰＩ保険会社

により、依頼された油防除会社が３月６日～１２日に流出油の回収作

業を行い、流出油及び流出油が付着した油吸着材などをドラム缶（約

２００ℓ）２１本及びフレキシブルコンテナバック（約１ｔ用）１３

袋に入れ、回収した。 

燃料油回収会社は、本船のＰＩ保険会社より、依頼を受け、３月１

５日、１６日、４月９日～２４日に本船の燃料油タンク等からのＡ重

油、海水を含んだＣ重油など計約９２kℓを回収した。 

船長は、２０１０年から船長として乗船し、本船には２０１３年２

月１日に乗り、日本海側の沿岸を航行するのは初めてであった。 

（写真１、写真２参照［海上保安庁提供］） 
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写真１ 本船乗揚後        写真２ 同左 

分析 

 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、低気圧が日本海を東北東進して東北地方に接近する状況

下、秋田船川港の出港に際し、低気圧の通過前に函館港外に着き、錨

泊する航海計画を定め、出港したことから、航行中、最新の天気図か

ら低気圧の接近が予想よりも早く、荒天となることを知り、艫作埼南

東方沖で錨泊したが、走錨したので、錨を入れ直そうとして全速力前

進をかけ、錨鎖を２節まで巻き揚げたものの、波高約６～７ｍのうね

りを受けて圧流され、波の上下動によって艫作埼南東方沖で乗り揚げ

たものと考えられる。 

 本船は、本事故後、油防除会社等により、ドラム缶約２１本及びフ

レキシブルバック約１３袋に入れた流出油及び流出油が付着した油吸

着材などが回収され、さらに、燃料油回収会社により、燃料油タンク

等から計約９２kℓの海水を含んだＣ重油などが回収されたものと考え

られるが、流出した燃料油の量及び燃料油タンクへの海水の浸水量に

ついては、十分な情報が得られなかったので、明らかにすることがで

きなかった。                                                                                                                                                                                                                                    

原因 本事故は、本船が、低気圧が日本海を東北東進して東北地方に接近

する状況下、秋田船川港の出港に際し、低気圧の通過前に函館港外に

着き、錨泊する航海計画を定め、出港したため、航行中、最新の天気

図から低気圧の接近が予想よりも早く、荒天となることを知り、夜

間、艫作埼南東方沖で錨泊したが、走錨したので、錨を入れ直そうと

して全速力前進をかけ、錨鎖を２節まで巻き揚げたものの、波高約６

～７ｍのうねりを受けて圧流され、波の上下動によって艫作埼南東方

沖で乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・目的地までの航海中に低気圧の接近が予想される場合は、荒天避

難を検討し、必要な情報を船舶管理会社に求めて支援を受けるこ

と。 

・現地の船舶代理店等から海上警報等に関する気象情報を入手し、
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出港の可否、避泊などを検討すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図１ 推定航行経路図 

× 

錨泊場所 

艫作埼灯台 

深浦町 

事故発生場所 

（平成２５年３月１日 

２３時０５分ごろ発生） 

× 

深浦町 

付図２ 推定航行経路図（拡大） 
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      １日０９時の地上天気図          １日１５時の地上天気図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日２１時の地上天気図          ２日０３時の地上天気図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図３ 天気図抜粋 


